
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
人
事
委
員
会 

委
員
長 

舩 
 

木 
 

孝 
 

和 

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
） 

組
織 

職 

区
分 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

警
察 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

警
察
署
（
広
島
中
央
、
広
島

西
、
広
島
南
、
安
佐
南
、

呉
、
福
山
東
、
三
次
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

警
察
署
（
広
島
東
、
安
佐

北
、
佐
伯
、
海
田
、
廿
日

市
、
広
、
東
広
島
、
福
山

西
、
福
山
北
、
尾
道
、
三
原

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
） 

組
織 

職 

区
分 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

警
察 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

警
察
署
（
広
島
中
央
、
広
島

南
、
呉
、
福
山
東
、
三
次
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

警
察
署
（
広
島
東
、
広
島

西
、
安
佐
南
、
安
佐
北
、
佐

伯
、
海
田
、
廿
日
市
、
広
、

東
広
島
、
福
山
西
、
福
山

北
、
尾
道
、
三
原
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 
 
 

附 

則 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
令
和
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 


